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令和６年度 第１回 長岡市権利擁護地域連携協議会 次第 

 

１ 開会あいさつ 

 

 

２ 新任委員紹介 

 

 

３ 報告 

（１）長岡市成年後見センター活動実績について  資料№１  

 

 

（２）第２期市成年後見制度利用促進基本計画の策定について  資料№２  

 

 

４ 議事 

（１）権利擁護支援に係る各団体の取り組み状況について情報共有  

 

 

（２）その他 

 

 

５ 家庭裁判所講評 

 

 

６ 閉会あいさつ 























第４章 地域福祉を推進するための施策      

第１節 地域福祉を支える体制づくり             

１ 包括的な支援体制の推進 

（１）現状と課題 
地域福祉をとりまく環境の変化により、孤立死や自殺、高齢者・障害のある人・子どもの虐待、家庭内暴

力、ひきこもり、子育て不安、そして、権利擁護や生活困窮者の自立支援など、世帯・地域における生活課

題・福祉課題が多様化し複雑化しています。また、８０５０問題や子育てと介護の同時進行や高齢の親と無

職独身の子の同居など、複数の課題を同時に抱えるケースも少なくありません。 

このような課題を適切かつ確実な支援につなげるためには、いわゆる「縦割り」ではなく、地域、関係団

体、行政等が連携し、地域で起こる課題を受け止め、継続的に支えていくことが必要となります。 

 

（２）取組内容 
多様化・複雑化した生活課題・福祉課題を抱えた人たちを包括的に受け止め、支えていくため、保健師の

地域保健活動の充実を図るとともに、地域住民・関係団体・専門職・行政機関等による包括的な支援体制を

研究・検討します。 

また、権利擁護及び生活困窮者の自立支援については、地域、関係団体、行政等が連携し、多様な側面か

らの支援を行います。 

【包括的な支援体制の整備】 

取組主体 地域による取り組みの例／市が実施する事業 

市 

○包括的な⽀援体制の研究・検討・構築 
 このように複雑化・複合化した課題を包括的に受け止めるには、制度の

枠組みで見るのではなく、制度の狭間の問題や制度を超えた課題について

も注意を払い、地域とのつながりや関係づくりを強化し、継続的に支援し

ていく事が重要です。 

地域住民が主体的に地域生活課題等に取り組めたり地域福祉を推進で

きる環境づくりや、多職種連携や多機関の協働による相談体制づくりな

ど、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の構築に

努めます。 

なお、包括的な支援体制の構築に向けた１つの手法である重層的支援体

制整備事業のあり方についても、当市の実情を踏まえながら関係者と連携

して研究・検討を行います。 

【権利擁護の推進（第２期市成年後見制度利用促進基本計画）】 

取組主体 地域による取り組みの例／市が実施する事業 

地域 

 

○権利擁護が必要な⼈の発⾒と相談 
高齢者・障害のある人・子どもの虐待が疑われる人を発見した際には、

地域 すみやかに相談機関に通報します。また、成年後見制度の利用が必要な人

や消費者被害のリスクが高い人を把握した際には、相談機関に連絡しま

す。 

社会福祉 
協議会 

○権利擁護に関する総合相談⽀援 
成年後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護に関する総合的

な相談に対応し、関係機関と連携して支援を行います。 

○成年後⾒制度の普及啓発 
市民や福祉関係者向けのセミナーや出前講座などを開催するとともに、

広報紙やホームページなど様々な媒体で関係情報を発信します。また、本

人の意思の尊重の観点から任意後見制度の周知や相談の仕組みづくりに

取り組みます。 

○法⼈後⾒の受任 
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として成年後見人等

（補助人・保佐人・後見人）の活動を行います。 

○⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の実施 
判断能力が不十分な人が、地域で自立した生活を送ることができるよ

う、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭

管理の支援を行います。 

○⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業から成年後⾒制度への移⾏ 
判断能力の低下など、日常生活自立支援事業の利用対象要件を満たさな

い場合、本人の意向を尊重しながら、成年後見制度への移行に向けて、適

切な支援につなげます。 

○⻑岡市成年後⾒センターの運営  
本人や関係者からの相談を受け、長岡市や関係機関と連携しながら、支

援の内容を検討し、適切な支援につなげます。 

また、関係機関との連携体制確保のため、長岡市と協働で、弁護士や司

法書士、社会福祉士などからなる、長岡市権利擁護地域連携協議会の運営

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

市 

 

 

 

○地域連携ネットワークの体制強化 
権利擁護支援のニーズを捉え、方針等の検討や専門的判断などを行うた

め、市、専門職の団体、家庭裁判所などで構成する長岡市権利擁護地域連

携協議会を適宜開催します。 

○⻑岡市成年後⾒センターの運営体制の整備 
長岡市成年後見センターが、国の動向をふまえ、利用者のニーズに沿っ

た適切な制度利用を支援する体制づくりを行います。 

また、長岡市権利擁護地域連携協議会の運営など、関係機関の連携を実

現するためのコーディネートを行います。 

○法定後⾒制度利⽤⽀援事業の実施 
低所得や親族がいない等の理由により成年後見制度を利用できない人

に対して、家庭裁判所への審判請求や費用に対する助成等の支援を行いま

報告（２）第２期市成年後見制度利用促進基本計画の策定について 
資料№２
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す。成年後見制度を必要とする人のさらなる増加が見込まれる中で、法定

後見制度利用支援事業の周知や活用を推進します。 

○法⼈後⾒の⽀援 
成年後見業務を適切に行うことができる法人を確保するため、社会福祉

協議会に対して補助金を交付するなどの支援を行います。 

○虐待防⽌に関する普及啓発 
市民や関係機関等に対して、高齢者・障害のある人・子どもの虐待防止

に関する普及啓発を行います。 

○虐待への対応 
虐待の通報受付窓口である地域包括支援センター、障害者基幹相談支援

センター、要保護児童対策地域協議会において、通報を受け付けるととも

に、関係機関と連携しながら適切な支援を行います。 

○⾼齢者の消費者被害防⽌に関する対応 
地域包括支援センターにおいて、高齢者消費者被害防止に関する普及啓

発を行うとともに、特殊詐欺等の情報を把握した場合には、関係機関と情

報共有、連携し対応します。 

令和 6 年 3 月策定 第２期長岡市地域福祉計画抜粋（P16～P18）

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡市成年後見制度利用促進基本計画の今後について 

日程 内容 

Ｒ６年３月 
・第２期長岡市地域福祉計画に包含する形で第２期市成年後見制度利用

促進基本計画を策定 

Ｒ６年４月～ ・新計画スタート（計画期間：令和６年度から令和１１年度まで） 

Ｒ８年度 ・第２期市成年後見制度利用促進基本計画の中間見直し 

 


